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１－１ 食品添加物の使用 

 

＜目的＞ 食品添加物などの不適切な使用を防止する 

 食品添加物の誤った使用により基準違反や表示違反が生じる場合があります。 

   使用基準（使用量）が定められた食品添加物を使用する場合には，使用方法を定め，

実施状況の記録を行い保管しておくことが必要になります。 

 

＜マニュアル作成のポイント＞ 

 品目ごとに，それぞれ使用する食品添加物などの適正な使用方法を定めます。 

 

ポイント１ 食品添加物の使用に関する責任者名を明記します。 

 

ポイント２ 食品添加物の使用を管理する目的を明記します。 

 

ポイント３  品目ごとに使用する食品添加物を確認し，使用基準が定められているかど

うか確認します。 

       使用方法を具体的に定め，また，不適切な使用が行われた場合の対応方法

も明記します。 

 

ポイント４ 製造ごとの適正使用の確認結果及び不適の場合の対応について，記録する

方法を明記します。 

★認証基準★ 

○衛生管理の方法 

使用基準（使用量）が定められている食品添加物の使用手順が示されていること 

不適の場合の対応方法が示されていること 

 

○頻度等 

  製造毎に確認する旨の記載があること 

 

○記録を要する事項 

確認結果及び不適の場合の対応について記録方法の記載があること 

 

１ 食品等の衛生的な取扱い 
 
 

 

第２章  マニュアル作成のポイント及び記載例 
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食品添加物等の使用マニュアル記載例 

 

Ⅰ 責任者                                 責任者名         ポイント１ 

 

Ⅱ 目的                                                           ポイント２ 

  使用基準（使用量）が定められた食品添加物の不適切な使用を防止する  

 

 

Ⅲ 実施方法                               ポイント３ 

１ 新製品及び原材料の変更については，配合分量表の新たな作成，見直しを行なうと 

 ともに，使用量が定められている食品添加物について，製品毎に使用量を算出する。 

２ 原材料は，製品毎の配合分量表に従い計量し，使用する。 

３ 不適切な使用が確認された場合，調整，用途の変更又は廃棄する。 

  

 □□□（製品名）配合分量表 

原材料の種類 使用量 
備考 

(特定原材料・食品添加物等） 
不適時の対応 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Ⅳ 記録方法                                                       ポイント４ 

 

【計量記録簿 作成例】 

   年  月  日                 責任者名         

品目 
食品添加物

の確認 

食品添加物

の計量 
不適時対応 実施者 

□□□ ○ ○× 秤の不具合が判明，廃棄，秤の補修  

     

     

                            年  月  日作成 



  

 

１－２ 加熱調理工程の管理 

 

＜目的＞ 加熱不足による有害微生物の残存を防止する 

 加熱調理工程のある食品については，この工程での加熱不足により，製品中の食中

毒菌などの残存が考えられます。このため，加熱温度・時間の管理を行い，その実施

結果を記録することが必要です。 

 ここで対象とする加熱調理工程のある食品とは，有害微生物を死滅させる目的で加

熱を行う場合に限定し，焼き色をつけるなどの目的で表面だけを加熱する場合は加熱

調理と見なしません。 

 

 

＜マニュアル作成のポイント＞ 

決められた点検頻度ごとに，製品の中心部まで加熱されていることを確認します。 

少量多品種の製品を製造する施設などで，規定の頻度で，全ての製品の中心温度を

測定することが困難な場合は，オーブンなどの加熱条件の確認でも可能ですが，設定

し た 加 熱 条 件 で 製 品 の 中 心 部 ま                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

で加熱されることを証明するデータが必要です。 

 

 ポイント１  加熱調理工程の管理に関する責任者名を明記します。 

 ポイント２ 加熱調理工程を管理する目的を明記します。 

 ポイント３ 品目ごとに加熱温度，時間などの調理条件を具体的に定め，中心温度の確

認頻度を明記します。 

ポイント４ 確認結果及び不適の場合の対応について記録する方法を明記します。

★認証基準★ 

○衛生管理の方法 

 加熱調理工程のある食品については，調理工程毎に有害微生物を死滅させるのに十

分な加熱条件を設定し，その確認手順が示されていること 

   

○頻度等 

  加熱調理食品のうち焼き物及び揚げ物については，１品目について１日１回以上 

 中心温度の確認を行う旨の記載があること 

  煮物及び蒸し物については，中心温度の確認を行う頻度が示されていること 

  

○記録を要する事項 

 確認温度・確認時刻及び不適の場合の対応について記録方法の記載があること 



  

 

加熱調理工程の管理マニュアル記載例 

 

Ⅰ 責任者                 責任者名          ポイント１ 

 

Ⅱ 目的 ポイント２ 

  加熱不足による有害微生物の残存を防止する 

 

Ⅲ 実施方法 ポイント３ 

 １ 調理工程 

 

焼き物・揚げ物 

 

 原材料（肉）   原材料（魚）   原材料（野菜）               

   ↓         ↓          ↓ 

 

 受入・保管    受入・保管    受入・保管 

（原材料冷蔵庫） （原材料冷蔵庫）  （常温倉庫） 

   ↓上段         ↓下段       ↓ 

  

 カット      内臓除去・カット 洗浄・カット 

（肉用作業台使用） （魚用作業台使用）（野菜用作業台使用） 

 

      

 

    焼き物    加熱処理  ｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ 180℃10 分，炒め鍋 20分 

  （中心温度計で計測・75℃1分以上，1品目について 1日 1回以上計測） 

     

    揚げ物    加熱処理  フライヤー フライ 170℃5分    

  （中心温度計で計測・75℃1分以上，1品目について 1日 1回以上計測） 

               ↓ 

  

               冷却（急速冷却機使用） 

               ↓ 

 

盛付け・小分け包装（盛付け場・包装室） 

 

     ※ノロウイルス対策としては中心温度 85～90℃で 90秒間以上の加熱を確認します。 

 

 

 

 



  

 

 

 ポイント３ 

 

煮物・蒸し物 

 

 原材料（肉）   原材料（魚）   原材料（野菜）               

   ↓         ↓        ↓ 

 

 受入・保管    受入・保管    受入・保管 

（原材料冷蔵庫） （原材料冷蔵庫） （常温倉庫） 

   ↓上段            ↓下段        ↓ 

 

 カット      内臓除去・カット 洗浄・カット 

（肉用作業台使用） （魚用作業台使用）（野菜用作業台使用） 

  

 

      

 

    煮物    加熱処理  鍋で沸騰後弱火 30分 

  （毎週月曜，水曜に中心温度計で計測・75℃1 分以上） 

     

    蒸し物   加熱処理  スチーマーで 30 分    

  （毎週火曜，木曜に中心温度計で計測・75℃1 分以上） 

              ↓ 

  

              冷却（急速冷却機使用） 

              ↓ 

 

          盛付け・小分け包装（盛付け場・包装室） 

 

     ※ノロウイルス対策としては中心温度 85～90℃で 90秒間以上の加熱を確認します。 

 

 

 ２ 加熱温度・時間の管理基準 ポイント３ 
 

焼き物 オーブン温度 〇〇℃ 加熱時間 〇〇分 

揚げ物 フライヤー温度 〇〇℃ 加熱時間 〇〇分 

煮物 鍋の液温 〇〇℃ 加熱時間 〇〇分 

蒸し物 スチーマー温度 〇〇℃ 加熱時間 〇〇分 

□不適の場合，可能なものは加熱設備の点検調整後に，再加熱を行う。それ以外は

廃棄する。 

 



  

 

Ⅵ 記録方法 ポイント４ 

 

 【製造記録簿 記載例】 

 

   年  月  日                 責任者名         

名 称 

 加   熱   ※ 

製造数 
不適時 

対応 
実施者 設定 

温度 

測定 

温度 

確認 

時刻 

焼き物 

あゆ塩焼き 
○℃ ○℃ 9:45 200個 

× オーブンの不具合により

温度上昇せず 

調整後，再加熱 

 

煮物 

なす 
○℃ － 10:30 300個 

 
 

揚げ物 

精進揚げ 
○℃ ○℃ 11:00 150個 

 
 

 

 ※ 測定温度は中心温度計で中心温度を測定し，記録します。 

   中心温度の測定が困難な場合で，加熱器具の設定温度条件で製品の中心部まで加熱

されることを証明するデータがある場合は，加熱器具の温度計の表示温度を記録しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

１－３ 調理工程の管理 

 

＜目的＞ 有害微生物による二次汚染等を防止する 

 最終工程で加熱処理のない食品は，原材料からの汚染や，最終工程での従事者，機

械器具類などからの二次汚染を防止することが重要です。 

 

 

＜マニュアル作成のポイント＞ 

サラダや和え物など加熱調理後に加工を行う食品，生食用の野菜や果物，生食用鮮

魚介類などについて，洗浄や処理の手順を定めます。 

 

 ポイント１  調理工程の管理に関する責任者名を明記します。 

 ポイント２ 調理工程を管理する目的を明記します。 

 ポイント３ 品目ごとに加熱調理後に加工を行う食品については，加工や非加熱食品と

の組合せによる二次汚染を防止する方法を具体的に明記します。 

 

 

 

 

 

 

★認証基準★ 

○衛生管理の方法 

 最終工程において加熱処理のない食品については，洗浄等の方法，二次汚染及び菌

の増殖を防止する方法が示されていること 



  

 

調理工程の管理マニュアル記載例 

 

Ⅰ 責任者                 責任者名          ポイント１ 

 

Ⅱ 目的 ポイント２ 

  有害微生物による二次汚染等を防止する 

 

Ⅲ 実施方法 ポイント３ 

 １ 調理工程 

 

最終工程において加熱処理のない食品 

 

サラダ・マリネ    マリネ        和え物 

原材料（野菜）   原材料（魚）     原材料（野菜）                                     

   ↓         ↓           ↓ 

 

受入・保管     受入・保管      受入・保管   

（常温倉庫）   （原材料冷蔵庫）   （常温倉庫） 

                       下段                ↓ 

                        洗浄 

                         ↓ 

                       加熱処理 

野菜・果物洗浄・消毒               ↓ 

                        冷却 

                        

     

         加工（カット，和える）（和え物用作業台使用） 

         （和え物は手袋使用） 

             ↓ 

           一時保存 盛付け前食品用冷蔵庫使用，  

                バットにラップをかける                  

          

         （保存温度 10℃以下）    

             ↓ 

                小分け包装 （包装室） 

             ↓ 

             保 管   (保管専用冷蔵庫) 

 

  

 



  

 

 

 

 ２ 野菜・果物の洗浄方法 ポイント 3 

(1) 流水で３回以上水洗いをする。 

(2) 中性洗剤で洗う。 

(3) 流水で十分すすぎ洗いをする。 

(4) 次亜塩素酸ナトリウム(100ppm)で 10分間浸漬して殺菌後，流水で十分すすぎ洗 

 いする。 

(5) 水切りする。 

(6) 専用のまな板，包丁でカットする。 

(7) 清潔な容器に入れる。 

(8)  ふた付の容器に保管し，調理まで 30分以上を要する場合には 10℃以下で冷蔵保 

 存する。  

 

 ３ 刺身の加工手順 

(1) 原料用鮮魚介類は新鮮なものを仕入れる。 

(2) 凍結の魚介類を解凍する場合は，あらかじめ適切な解凍場所を決め，飲用適を確 

 認した水を換水しながら行う。 

  (3) 包丁，まな板などは洗浄・消毒したものを使用する。 

 

 ４ 仕入れ食材の取扱い方法 

   なるべく１回で使い切る量を仕入れる。数回に分けて使用する場合，清潔な容器 

  に小分けする。小分けしたら速やかに冷蔵庫又は冷凍庫に保管する。 

 

 

         



  

 

１－４ 油脂の管理 

 

＜目的＞ 油脂の変敗による健康被害を防止する 

 揚げ油など油脂の衛生管理が不適切に行われると，油の酸化により製品の風味の低

下を招くだけでなく，健康被害の原因となる可能性があります。このため，揚げ油等

油脂の衛生管理を行い，その実施結果を記録する必要があります。 

 

 

＜マニュアル作成のポイント＞ 

揚げ油等油脂の衛生管理が適切に行われているか確認します。 

 

 ポイント１  油脂の衛生管理に関する責任者名を明記します。 

 ポイント２ 油脂の衛生管理を行う目的を明記します。 

 ポイント３ 揚げ油の衛生管理の方法を具体的に定め，また，不適時の対応方法も明記

します。 

 ポイント４ 確認結果及び不適の場合の対応について記録する方法を明記します。

★認証基準★ 

○衛生管理の方法 

 油脂の衛生管理手順が示されていること 

  不適の場合の対応方法が示されていること 

 

○頻度等 

 製造日毎に油脂の衛生管理状況を点検する旨の記載があること 

 

○記録を要する事項 

 点検結果及び不適の場合の対応について記録方法の記載があること 



  

 

        油脂の管理マニュアル記載例 

 

Ⅰ 責任者                 責任者名          ポイント１ 

 

Ⅱ 目的 ポイント２ 

  油脂の変敗による健康被害を防止する 

 

Ⅲ 実施方法 ポイント３ 

  揚げ油の衛生管理基準  

（1） 毎日，官能検査（発煙，カニ泡，粘性など）を実施する。 

（2） (1)で異常を認めた場合，油脂の酸価の簡易検査を実施する。 

（3）不適の場合の対応 

発煙点が 170℃未満になった場合や明らかに油脂の劣化が認められる場合は，全

交換を行う。 

 

 

Ⅵ 記録方法 ポイント４ 

【揚げ油管理記録簿 記載例】 

 

    年  月分                    責任者名        

日時 酸 価 官能検査 措置 実施者 

1日 8:00  ○  油の追加  

2日 8:00  ○    

3日 8:00 ３ × ○  油の交換  

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

油脂の劣化の測定方法について 

油脂の劣化度を判断するには，酸価，過酸化物価，粘度等を測定する。このうち，酸

価を劣化度の目安とすることが一般的である。 

大規模な工場で揚げ油の使用量が多い施設では，酸価の他に低分子分解物，重合物等

も測定できる測定器を使用する方法もある。また，小規模な施設で，低価格で手軽に酸

価を測定するには，比色法を用いた油脂劣化度判定試験紙がある。 



  

 

１－５ 加熱調理食品の冷却 

 

＜目的＞ 有害微生物の増殖を防止する 

 加熱直後の食品をそのまま盛付け・包装すると，細菌の増殖に適した温度に上昇し

てしまいます。そこで加熱後は速やかにかつ衛生的に温度を下げることが必要です。 

          

 

＜マニュアル作成のポイント＞ 

加熱した食品を，どのような方法で冷ますか，最も速く冷却できる方法を考えます。   

施設・設備に応じて，どの程度の温度まで冷ますことができるか調べ，冷却の手順

を定めます。製造毎に，決められた手順どおりに冷却されたことを確認します。 

また，急速冷却機などの機械類を使用している場合は，稼動を確認する方法及び不

適時の対応について具体的に記載します。 

 

 

 ポイント１  加熱調理品の冷却に関する責任者名を明記します。 

 ポイント２ 加熱調理品の冷却の目的を明記します。 

 ポイント３ どのような方法で冷却するか，具体的に記載します。冷却に要する時間や

温度について決めておくと，より明確な管理ができます。 

 ポイント４ 確認結果及び不適の場合の対応について記録する方法を明記します。 

★認証基準★ 

○衛生管理の方法 

   副食を温蔵して提供する弁当の場合を除き，加熱調理した食品の衛生的な冷却手 

順が示されていること 

   不適の場合の対応方法が示されていること 

 

○記録を要する事項 

 不適の場合の対応について記録方法の記載があること 



  

 

加熱調理食品の冷却マニュアル記載例 

 

Ⅰ 責任者                 責任者名          ポイント１ 

 

Ⅱ 目的 ポイント２ 

  有害微生物の増殖を防止する 

 

 

Ⅲ 実施方法 ポイント３ 

 １ 冷却基準     

 （１）冷却方法    

① 設定室温になったことを確認したのち，加熱後速やかに冷却工程に移す。（盛付け

室の設定温度２５℃） 

② 急速冷却機を使用する場合は，冷却する食品の容量に応じあらかじめ設定した 

時間で冷却を行う。 

③ 冷却機を使用しない場合 

ゆでものは，ざるに受けたのち，広げて冷ます。焼き物，揚げ物は，送風機の弱 

風で，煮物等は，清潔な容器に移し，送風機の強風で冷却する。 

④ 盛付けまで２時間以上保管する食品，及び和え物の材料は，専用の冷蔵庫で保管

する。 

⑤ 冷えにくい場合は，製氷機の氷を使用する。 

 

  

 ２ 不適の場合の対応                                  ポイント４ 

（１）冷却不適の場合の対応                       

① 急速冷却機の始業前稼動確認で異常があった場合，予備の送風機を使用し，冷却 

 設定温度以下となるまで冷却する。 

② 材料が冷めていない場合は，盛付けには使用しない。 

③ 冷却後２時間以上保管する食品，及び和え物材料が，冷蔵保管されなかった場合

は，直ちに盛り付けて，出荷あるいは冷蔵保管する。 

④ ２時間以上放置された場合は，再加熱可能かどうか判断して，措置を決める。 

  （２）二次汚染防止法が不適の場合 

二次汚染があったと思われる場合は，責任者に報告する。責任者は，汚染を 

受けた理由や範囲を確認し，汚染部分は廃棄する等対応措置を行う。 

 

 

  



  

 

 

 Ⅵ 記録方法 ポイント４ 

 【冷却記録簿 記載例】 

   

    年  月  日  室温２６℃，湿度５８％    記録者名         

材料 
冷却の 

確認 
 不適正理由 不適時の対応 実施者 

あゆ塩焼き 

３００食 
〇 

  
 

なす 

１００食 
〇  

 
 

和え物用 

小松菜 

１００食 

 × ○ 
始業前，急速冷却機

稼動異常 

送風機による冷却 

 
 

  
  

 

＊盛付け室内は，温度２５℃に設定。 

    ＊冷却は盛付け室の冷却台で行うこと 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

１－６ 弁当の盛付け及び製品の小分け・包装 

 

＜目的＞ 有害微生物による汚染及び増殖を防止する 

異物混入を防止する 

加熱殺菌などにより，食品を衛生的に調理・製造しても，盛付けや，製品の小分け･

包装中に，不衛生な器具の使用等や取り扱いによって，有害微生物の汚染を受けるこ

とも考えられます。この工程後には，通常加熱工程がないため，最も注意が必要です。 

   汚染を防止するために，衛生的な盛付けや，小分け・包装の手順を定め，守ること

が重要です。 

また，盛付けや，製品の小分け・包装をする時に，髪の毛などの異物が混入しない

よう，常に心がけましょう。 

弁当箱のふたをすると中身が見えなくなる場合は，最終確認になります。目視確認

を確実に行うことが大切です。  

    

 

＜マニュアル作成のポイント＞                     

 有害微生物の汚染を防ぎ，増殖させないこと，異物混入防止をポイントに，手順を

定めます。 

 

ポイント１ 弁当の盛付け及び製品の小分け・包装に関する責任者名を明記します。 

 

ポイント２ 弁当の盛付け及び製品の小分け・包装の衛生管理の目的を明記します。 

 

★認証基準★ 

○衛生管理の方法 

  弁当の盛付けや，製品の小分け・包装の実施手順が示されていること 

  ・ 盛付けや，製品の小分け時には清潔な器具又は手袋を使用すること 

・ 盛付けや，製品の包装時には異物混入を防止すること 

  不適の場合の対応方法が示されていること 

 

○頻度等 

  製品毎に，盛付け，小分け・包装作業終了時に，時刻について確認する旨の 

 記載があること 

  

○記録を要する事項 

  盛付け，小分け・包装作業の終了時刻及び不適の場合の対応について記録方法の 

 記載があること 



  

 

ポイント３ 有害微生物による汚染及び増殖の防止及び異物混入防止をポイントに，盛

付け及び製品の小分け・包装の作業手順を定めます。 

 

ポイント４ 不適の場合の対応方法を明記します。 

 

ポイント５ 作業終了時刻確認結果及び不適の場合の対応について記録する方法を明記

します。 

       



  

 

 
弁当の盛付け及び製品の小分け・包装マニュアル記載例   

 
Ⅰ 責任者                                責任者名         ポイント１ 
 
Ⅱ 目的 ポイント２ 
  有害微生物の汚染及び増殖を防止する 
  異物混入を防止する 
                                         
 
 
Ⅲ 実施方法                              ポイント３ 
 １ 弁当の盛付け方法 
   ごはんは，専用の容器にごはんラインで盛りつける。 
 
 ２ 盛付け，小分け･包装の作業手順 

 （１）作業者は，盛付け用エプロンを着用し，手洗いを確実に行う。 

   手袋を使用する場合は，盛付け用手袋の着用及び管理基準を守る。 

（２）作業台は，作業開始前に台ふきんで拭き，アルコール噴霧消毒をする。 

 （３）容器包装は，使用する内容に合わせて，作業前に準備しておく。（倉庫から必要な 

   数量を盛付け室の密封容器に移しておく。） 

 （４）盛付け，小分け･包装は，冷却後速やかに，専用作業台で行なう。 

 （５）器具は，盛付ける食品毎に使用する。 

 （６）２時間以内に盛付けが終了しない場合は，先に終了した製品を専用の冷蔵庫で保 

   管する。 

（７）製品ごとに盛付け・小分け作業終了時刻を確認する。 

  
 ３ 盛付け等に使用する器具類の取扱い 

器具等は，作業終了後，洗浄・消毒，乾燥後，保管ケースに収納する。 

 
４ 製品の確認（検品） 

 （１）作業者は各自，盛付け，小分け・包装する製品に異物がないか，目視確認をする。 

    特に弁当箱にふたをするものは注意する。 

（２）製品全体（１－７表示も含め）のチェックを行う。 

（３）包装は良好か（シール不良，掛け紙，ゴムバンド等の状態は良いか）確認する。 

 
 
 
５ 不適の場合の対応方法 

 （１）不適となった場合，原因を確認し，安全確保できない場合は，出荷を止める。 

 （２）異物混入のあった製品は，出荷禁止し，原因究明をする。 

   検品不良品は，修正可能な場合は出荷，不可能な場合は廃棄する。 

 

 

ポイント４ 



  

 

 
 

 
Ⅳ 記録方法 
                             ポイント５ 
【弁当の盛付け及び製品の小分け・包装点検記録簿 記載例】 
 
   年  月  日                  責任者名        

 

＊１ 表示をしない弁当の場合は，空欄にせず「―」と記入する。 

＊２ 不適の場合は，対応・確認を責任者が行なう。 

           
 
 
 
 
 

盛付け用手袋の着用及び管理基準（例） 
 

①  着用前に手洗いを行ってから，表面を汚染しないよう着用する。 
②  食品が変わるたびに交換する。 
③  ピンホールや破れなど異常を感じたらすぐ交換する。 
④  着用したまま汚れたものを触ったり，作業途中で持ち場を離れた場合など，

汚染の恐れがある場合は，直ちに交換すること。 
⑤  使用済み手袋は，所定のごみ入れに廃棄すること。（再使用を防ぐため） 
⑥  作業終了後，翌日作業に備え，ホルダー内の手袋の数を確認しておく。 
 
【留意事項】 
① 手袋が破れたまま扱った食品は別に保管し，責任者に報告すること。 
② 破損部分が異物混入になる恐れがあれば，責任者に報告し，その部分の 
 食品は廃棄する。 

品目 食数 盛付け終了時刻 
表示１－７

＊1 
官能検査 
１－10 

不適の場合の 

対応（異物混入

を含む） 

実施者 

Ａ弁当 321 １０：３０ ― ○  △△ 

海鮮 
弁当 

 
30 

１１：００ × ○ 
期限表示 
１３時を追加 

△△ 
時刻表示 OK 

会席 
 
10 

１１：５０ ○ × 
輪ゴム混入 1個 
10個再点検 

△△ 
再点検 OK 

松花堂 
 
98 

１７：３０ ○ ○ 
消毒液なし 
ｱﾙｺｰﾙ補充し，消
毒 

△△ 
消毒 OK 

夜食 
弁当 

30 １８：３０ ― ○  △△ 



  

 

１－７ 表示 

 

＜目的＞ 関係法令に基づく適正な表示を行う 

 容器包装に入れられた加工食品については，食品衛生法，健康増進法，ＪＡＳ法及

び景品表示法などによって表示の基準が定められています。表示は，消費者に製品の

正確な情報を伝えるため，適正に行うことが必要です。 

 

＜マニュアル作成のポイント＞ 

 品目ごとに表示見本を作成し，適正な表示であるか確認する手順を定めます。 

 

ポイント１  表示に関する責任者名を明記します。 

 

ポイント２ 表示を管理する目的を明記します。 

 

ポイント３ 品目ごとに表示見本を作成します。表示事項については各法律等の基準に

適合しているかどうか，保健所など担当機関に相談するなどして，必ず確認

しましょう。 

      原材料に含まれる食品添加物，特定原材料（アレルギー物質を含む食品）

等については，製品表示又はメーカーの規格書で確認します。 

      製品内容と表示に間違いがないか，製造毎に確認をする必要があります。   

      その方法を具体的に明記します。 

＊ 期限表示は，包装した時刻や，製品によって異なる場合があります。 

＊ 弁当類の期限表示については，必要に応じ時間まで記載します。 

＊ 設定どおりに記載されているかどうか，チェックする体制が必要です。 

＊ 表示内容が不適の場合，対応方法を明記します。 

       

ポイント４ 製造ごとに，表示内容を確認した結果及び不適の場合の対応について記録

する方法を明記します。 

★認証基準★ 

○衛生管理の方法 

 包装品について，関係する法令で定められた事項の表示見本が示されていること 

  製品表示の確認手順が示されていること 

 不適の場合の対応方法が示されていること 

○頻度等 

 製造毎に，確認する旨の記載があること 

○記録を要する事項 

 確認結果及び不適の場合の対応について記録方法の記載があること 



  

 

製品の表示マニュアル記載例 

 

Ⅰ 責任者                  責任者名         ポイント１ 

 

Ⅱ 目的                                                           ポイント２ 

  関係法令に基づく適正な表示を行う 

 

Ⅲ 実施方法                              ポイント３ 

１ 新製品開発及び原材料の変更時に責任者は，表示見本の新たな作成，見直しを行う。 

 ２ 製造毎に，弁当の種類とラベルは一致しているか，期限表示は適正か確認する。 

３ 表示が不適の場合，責任者に報告する。責任者は表示の確認を行い，出荷停止を指

示した後，訂正，再確認を行った後出荷する。既に出荷されている製品については施

設長に報告し，回収などの措置をとる。 

 【表示見本】 

名 称 

（品名） 
おむすび弁当 

原材料名 

米（国産），卵，砂糖，ごま，昆布佃煮（大豆・小麦を含む），大

豆油，味付けの，食塩 ／ 調味料（アミノ酸等），トレハロース，

甘味料（カンゾウ） 

内容量 ２個 

保存方法 直射日光，高温・多湿を避けてください。 

消費期限   年  月  日     時 

製造者 株式会社 ○○ 

製造所所在地 広島県○○市○○町○番○号 

        ※栄養成分表示が必要となる場合もあります。 

       

                            年 月 日点検済  ｻｲﾝ 

 

Ⅳ 記録方法                              ポイント４ 

  記録は，１－６弁当の盛付け及び製品の小分け・包装の項の記録簿に記載する。  

 

 ＊仕入れ品の表示内容を確認しましょう！！！ 

  ・ 最終製品に表示すべき食品添加物はありませんか（着色料，保存料，甘味料など。例：漬物） 

  ・ 原材料や仕入れ品に，アレルギー物質を含む食品が含まれていませんか。 

    （魚肉練り製品の卵白，しょう油・穀物酢の小麦など） 

  ・ アレルギー物質を含む食品を原料にした食品添加物の使用はありませんか。 

    （乳由来の乳化剤など） 

  ・ 見本を作るときには，記載漏れはないか確認しましょう。 



  

 

１－８ 製品の配送 

 

＜目的＞ 有害微生物による汚染及び増殖を防止する 

   製品の配送に非常に時間がかかると，有害微生物が増殖する機会を与えてしまいま

す。また，配送車やコンテナの洗浄・消毒が不十分な場合，有害微生物が弁当・そう

ざいに付着するおそれもあります。喫食までの時間を考えて配送計画を立てること，

荷台やコンテナは洗浄・消毒により有害微生物の付着や増殖を防止することが大切で

す。 

 

＜マニュアル作成のポイント＞ 

 製品はどのように配送するか，配送はどのようなルートを通るか，盛り付けから喫

食時間までの時間を定めた時間以内におさめることができるように計画を立てます。

また，配送車やコンテナなどの洗浄・消毒手順，頻度を具体的に示します 

 

ポイント１ 製品の配送に関する責任者名を明記します。 

 

ポイント２ 配送を管理する目的を明記します。 

 

ポイント３ 配送はどのような方法で行うか，喫食時間から配送計画（出発時刻，配送

経路）を定めます。 

 

★認証基準★ 

○衛生管理の方法 

製品の配送に使用する自動車の荷台，コンテナ等の洗浄・消毒手順が示されてい

ること 

出発時刻，配送経路等について，喫食時間を考慮した配送計画を定めること 

 

○頻度等 

   配送毎に出発時刻の確認を行う旨の記載があること 

弁当箱等の食器を直接収めるコンテナは回収の度に洗浄・消毒する旨の記載があ 

ること 

配送車の荷台等は，洗浄・消毒の頻度が示されていること 

 

○記録を要する事項 

出発時刻の記録方法の記載があること 

コンテナ等の洗浄・消毒の状況について記録方法の記載があること 

 

 



  

 

ポイント４ 配送車の荷台，コンテナなどの洗浄・消毒手順を定めます。 

・ 洗浄・消毒の頻度を定めます（弁当箱等を納めるコンテナ等は回収の度，

その他は適当な頻度） 

・ 確認結果及び不適の場合の対応について，記録する方法を明記します。 

 



  

 

製品の配送マニュアル記載例 

 

Ⅰ 責任者                                 責任者名         ポイント１ 

 

Ⅱ 目的                                                           ポイント２ 

  有害微生物による汚染及び増殖を防止する 

 

 

Ⅲ 実施方法                               ポイント３ 

 １ 配送計画          

                   

配送方法 保冷車で配送（１５℃） 

配送者 １．○○方面  △△ △△ 

２．△△方面  ○○ ○○ 

配送経路 １．○○方面（○事業所～●事業所～◎施設） 

 ・出発時刻 10時 

 ・喫食時刻 11時 30分～13時 

 ・配送時間 １時間 30分 

２．△△方面（△事業所～▽事業所～▲事業所） 

 ・出発時刻 10時 30分 

 ・喫食時刻 12時 00分～13時 

 ・配送時間 １時間 30分 

配送先住所一覧 １．○○方面 

 ○事業所  ○○市○○町○丁目○番○号 

●事業所  ○○市○○町●丁目●番●号 

◎施設   ○○市○○町◎丁目◎番◎号 

２．△△方面 

 △事業所  △△市△△町△丁目△番△号 

▽事業所  △△市△△町○丁目○番○号 

▲事業所  △△市○○町▲丁目▲番▲号 

 

  ・生食用鮮魚介類は，４℃以下で配送する。 

   （保冷車または車載冷蔵庫使用） 



  

 

 ２ 配送車の荷台，コンテナなどの洗浄・消毒手順           ポイント４ 

 ・ コンテナ（回収の度に実施） 

  １ 決められた場所で，ゴミ等を流水で洗い流す。 

  ２ 洗剤を使用し洗浄する。 

  ３ 流水で洗浄，乾燥後アルコールで消毒する。 

 ・ 荷台 

  １ ゴミを除去する。（１日１回配送終了後） 

  ２ モップで拭く。（週３回 月曜，水曜，金曜） 

 

Ⅳ 記録方法 

 配送の出発時刻，コンテナ等の洗浄，消毒の状況を記録する。 

  

                                                          

   年  月  日                  

配送車 

番 号 
出発時刻 

荷台 コンテナ 
実施者 

洗浄 消毒 洗浄 消毒 

１ １０：３５ ○ ○ ○ ○  

２ １０：５８ ○ ○ ○ ○  

 

  

 

 



  

 

１－９ 食器の回収（食器の返還がある場合） 

 

＜目的＞ 残渣による有害微生物の残存，増殖及び異物の混入を防止する 

 返還された弁当等の食器の残渣は，有害微生物による汚染の可能性及び虫等を誘引

する可能性がありまるす。回収，残渣処理及び洗浄殺菌の方法によっては，食器に有

害微生物が残存し増殖することや異物混入の原因となることが考えられます。このた

め，食器の回収，残渣の処理及び食器の洗浄殺菌を手順どおり行い，その実施結果を

記録することが必要です。 

 

 

＜マニュアル作成のポイント＞ 

食器はどのように回収するか，どのようなルートを通るか計画を立てます。また，

食器の残渣の処理手順及び食器の洗浄・消毒手順を具体的に示します。 

 

 ポイント１  食器回収の責任者名を明記します。 

 ポイント２ 食器回収の目的を明記します。 

 ポイント３ 回収はどのような方法で行うか具体的に明記します。 

 ポイント４ 食器の残渣の処理方法を具体的に明記します。 

 ポイント５ 返還食器の洗浄殺菌方法を具体的に明記します。 

 ポイント６ 不適の場合の対応方法を明記します。 

 

★認証基準★ 

○衛生管理の方法 

弁当に使用する食器の回収手順が示されていること                                                           

食器の残渣について処理手順が示されていること                                                          

返還食器の洗浄殺菌方法について手順が示されていること 

不適の場合の対応方法が示されていること 

 

○頻度等 

 個々の食器の洗浄殺菌毎に実施状況を確認する旨の記載があること 

 



  

 

食器の回収（食器返還がある場合）マニュアル記載例 

 

Ⅰ 責任者                 責任者名          ポイント１ 

 

Ⅱ 目的 ポイント２ 

  残渣による有害微生物の残存，増殖及び異物の混入を防止する 

 

Ⅲ 実施方法 ポイント３ 

 １ 食器の回収 

  ・想定喫食時刻終了後，設定した回収ルートに従って担当を決め食器の回収を行う。 

  ・当日回収されたなかった食器については，次回配送時に回収する。その場合，運搬

するコンテナ等の色分け（回収用は赤色）を行い，配送食器と回収食器をはっきり

区別する。 

  

 ２ 返還食器の残渣の処理方法 ポイント４ 

・回収した食器に残った残渣は，回収担当者が回収時にすみやかに所定のゴミ箱に廃

棄する。 

 

 ３ 返還食器の洗浄・殺菌方法 ポイント５ 

・回収後，すみやかに食器を洗浄する。ただし，当日洗浄できなかった食器について

は，保管場所を定めて保管する。 

・当日洗浄されなかった食器（当日回収されなかった場合及び回収されたが当日洗浄

できなかった場合）は，洗浄前に浸漬槽に浸漬してから洗浄作業を行う。 

・洗浄後，洗い残し等のないことを確認し，殺菌保管庫で殺菌する。 

 

 

 ４ 不適時の対応 ポイント６ 

・洗い残し等のある食器は，再度洗浄する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

１－１０ 製品検査 

 

＜目的＞ 製品の安全を確認する 

   製品について味，臭い，色などに異常がないか製造毎に確認し，その結果を記録す 

  る必要があります。また，定期的に製品が衛生上や品質上の問題なく造られているこ 

  とを，科学的に検証しておく必要があります。結果が悪かった場合は，工程の見直し 

  等をすることで，製品の安全性を確保することができます。 

 

＜マニュアル作成のポイント＞ 

 製造ごとに実施する官能検査の方法を具体的に示します。 

 その他の製品検査について，実施項目，実施頻度を定めます。 

  不適となった場合は，その原因を分析し，調理工程の見直しを図り，再発防止に努

め，必要に応じてマニュアルの見直し等も行います。 

 

ポイント１  製品検査に関する責任者名を明記します。 

 

ポイント２ 製品検査を実施する目的を明記します。 

 

ポイント３ 包装品について，官能検査方法を具体的に記載します。化学的，細菌学的

検査の項目や実施時期，検査機関などを具体的に定め，明記します。また，

検査結果に異常があった場合の対応を明記します。 

 

ポイント４ 検査結果及び不適の場合の対応について記録する方法を明記します。 

検査成績書の保存方法について，具体的に明記します。 

★認証基準★ 

○衛生管理の方法 

 製品の味，臭い，色等の官能検査方法が示されていること 

製品の化学的，細菌学的検査の項目及びその実施手順が示されていること 

不適の場合の対応方法が示されていること 

 

○頻度等 

  製造毎に官能検査する旨の記載があること 

  化学的，細菌学的な検査は１年に１回以上行う旨の記載があること 

 

○記録を要する事項 

  検査結果及び不適の場合の対応について記録方法の記載があること 

  検査成績書の保存について記載があること 

   



  

  

製品検査マニュアル記載例 

 

 

Ⅰ 責任者                                責任者名         ポイント１ 

 

Ⅱ 目的                                        ポイント２ 

製品の安全を確認する 

 

 

Ⅲ 製品検査                             ポイント３ 

１ 官能検査                                                     

   製造ごとに味，臭い，色に異常がないか検査を行い，その結果を記録する。 

 ２ 化学的，細菌学的検査 

1) ○項目について，○回／年の製品検査を実施する（委託検査）。 

2) ○項目について，○回／月の製品検査を実施する（委託検査）。 

 

〈検査項目・判断基準〉 

 

製品名 

 

細菌検査 

 

細菌数 

 

大腸菌群 

 

大腸菌 

 

黄色ブドウ球菌 

 

サルモネラ 

マカロニサラダ 

(最終工程で加熱

処理のない食品) 

<100万/g <3,000/g 陰性 陰性 陰性 

厚焼き卵 

(加熱調理食品) 
<10万/g <1,000/g 陰性 陰性 陰性 

・○○検査所に検査を依頼する。 

 

〈理化学検査・判断基準〉 

 

 

 

 

３ 新製品，規格を変更した製品については，必要に応じて期限設定のため保存試験を

実施する。 

 

 

 

油脂 
酸価 過酸化物価 

≦３ ≦30meq/kg 



  

  

 検査項目について 

 細菌数，大腸菌群，大腸菌，サルモネラ，黄色ブドウ球菌，腸炎ビブリオ（魚介類）等 

  ※弁当そうざいの衛生規範に準じて定める。 

  ※自主的な基準を設ける等，判定基準を明確に定める。 

 

 弁当そうざいの衛生規範 

  製品は，次の①及び②に適合するものを使用及び製造することが望ましい。 

   ① 製品のうち，卵焼，フライ等の加熱処理したものは，次の事項に適合すること。 

    ア 細菌数（生菌数）は，検体１ｇにつき１０万以下であること。 

    イ 冷凍食品の規格基準に定められた E.coliの試験法により，大腸菌は陰性であ

ること。 

    ウ 黄色ブドウ球菌は，陰性であること。 

② 製品のうち，サラダ，生野菜等の未加熱処理のものは，検体１ｇにつき細菌数 

 が１００万以下であること。 

 

Ⅳ 記録方法                                                      ポイント４ 

官能検査の記録は，１－６の弁当の盛付け及び製品の小分けの項の「弁当の盛付け及

び製品の小分け点検記録簿」に記載する。 

化学的・細菌学的検査結果が不適の場合は「検査結果不適時対応記録簿」に記載する。 

 

検査結果不適時対応記録簿 

製品名 不適事項 対応 

マカロニサラダ 

細菌検査で細菌数 300 万/g

検出（4月 1日実施） 

・調理全工程の温度測定 

・原因は加熱調理後の冷却不良 

・○月○日冷却のマニュアルの

見直し，改訂 

 

不適時の対応 

・ 官能検査結果（味，臭い，色）に異常がある場合は，出荷を停止し，責任者へ報

告する。責任者は異常のある製品を廃棄する。 

・ 化学的・細菌学的検査結果が不適の場合は，調理工程，従事者の手などの拭き取

り検査を行い，原因を調査し，調理工程の見直しを行う。必要に応じてマニュアルの

見直しを行う。 

・ 食材の洗浄消毒は十分か。調理器具等の洗浄消毒方法は適切か。温度管理は適切

か。加熱は十分か。加熱後の工程で汚染はなかったか。 

 

検査成績書の保存 

  ・検査成績書は○年間，「検査結果ファイル」に保存する。 



  

  

 

＜目的＞ 調理作業服等を介した食品の有害微生物による汚染を防止する 

 調理従事者は有害微生物による汚染や異物混入を防止するために，清潔な外衣・帽

子・履物を着用する必要があります。しかし，汚染作業区域で作業したエプロン等の

外衣のまま非汚染作業区域で作業することは，有害微生物などの汚染を非汚染作業区

域に持ち込むことになります。このようなことを防止するため，作業区域の移動時に

は外衣（エプロン）等を交換する，又は消毒するなどの管理をすることが大切です。 

 

 

＜マニュアル作成のポイント＞ 

   汚染作業から非汚染作業へ作業が切り替わる時，作業区域を移動する時の調理従事 

  者の外衣（エプロン）等の交換方法を具体的に記載します。 

 

ポイント１ 調理従事者の作業区域を管理する責任者名を明記します。 

 

ポイント２ 作業区域における調理従事者を管理する目的を明記します。 

 

ポイント３ 服装の区分の仕方を記載します。 

      例えば，エプロンは下処理用と加工，加熱工程作業用を色で分けるなど，

使い分けをする必要があります。 

      原材料の下処理から，食品の加工，加熱工程へ移る時の外衣等の交換場所 

や保管場所を明記し，交換した外衣等はそれぞれの作業区域を越えて保管し 

ないように注意します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 従事者の衛生管理 

 

★認証基準★ 

○衛生管理の方法 

   原材料の下処理（汚染作業）から食品の加工，加熱工程（非汚染作業）に移行する 

 時の外衣等の交換又は消毒方法の記載があること 



  

  

              服装等管理マニュアル記載例 

 

 

Ⅰ 責任者                   責任者名        ポイント１  

 

Ⅱ 目的                                                        ポイント２ 

調理作業服等を介した食品の有害微生物による汚染を防止する 

 

 

Ⅲ 実施方法                              ポイント３ 

１ 下処理用と加工，加熱工程作業用でそれぞれ専用のエプロンを使用する。用途別に 

次のように色分する。 

   下処理用：青   加工，加熱工程作業用：白 

２ 下処理から食品の加工，加熱工程区域に移るときには，エプロンを交換する。 

  ※交換できない場合，洗浄で汚れを落とし，消毒を実施する。 

３ 下処理用のエプロン（青色）は食品の加工，加熱工程区域の手前のロッカーに 

 保管する。 

４ 加工・加熱工程作業用のエプロン（白）は下処理区域の手前のロッカーに保管 

 する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

＜目的＞ 食中毒等事故発生時の原因を究明し，再発を防止する 

   検食は，万が一食中毒，苦情等が発生した場合，原因究明の重要な手がかりになり 

  ます。また，その原因を明らかにするとともに，再発防止などの適切な対応策を講ず 

  るための重要な意味を持ちます。 

 

＜マニュアル作成のポイント＞ 

   検食の保存方法や点検方法などについて具体的に手順を定めます。 

 

ポイント１ 検食の保存に関する責任者名を明記します。 

 

ポイント２ 検食を保存する目的を明記します。 

 

ポイント３ 具体的な検食の保存の手順を定め，保存方法，保存期間を明記します。 

 

ポイント４ 点検結果を記録する方法を明記します。 

３ 検食の保存 

 

★認証基準★ 

○衛生管理の方法 

 調理済食品について，検食の保存手順が示されていること 

 （ 同一メニューを１回 300 食以上又は１日 750 食以上製造する施設については，製

造工程終了毎,食品毎に 50グラム程度を－20℃以下で２週間以上保存すること） 

 

○頻度等 

  点検は１日に１回以上行う旨の記載があること 

 

○記録を要する事項 

 点検結果の記録方法の記載があること 



  

  

 

検食の保存マニュアル記載例 

 

Ⅰ 責任者                   責任者名         ポイント１ 

 

Ⅱ 目的                                                        ポイント２ 

食中毒等事故発生時の原因を究明し，再発を防止する 

 

 

Ⅲ 実施方法                              ポイント３ 

１ 調理済食品を製造工程終了毎，食品毎に保存する。 

２ 保存は，原則として-20℃以下で２週間以上保存する。 

３ 合成樹脂製袋に 50グラム程度を保存し，日付，メニュー名を記入する。 

４ 検食の保存状況の点検は，１日１回以上行い，記録する。 

 

 

Ⅳ 記録方法                                                      ポイント４ 

 

【検食保存記録簿 記載例】 

 

   年  月分                                責任者名         

日付 検食保存確認 実施者 廃棄予定日 実施者 

１日 ○  １５日  

２日 ○  １６日  

 



  

  

 

＜目的＞ 作業動線の交差や製品の管理不良による有害微生物の汚染及び増殖を防止する 

 調理工程における作業動線の交差で，加熱前の食品と加熱後の食品の交差汚染が考

えられます。そのため，作業動線及び調理工程を明確にすることで，問題点・改善点

を洗い出し，危害の防止を図っていくことが大切です。また，製品の有害微生物の増

殖を防ぐために，弁当は，盛付けから喫食までの時間，温度管理を考慮した調理工程

表を作成することが重要になります。 

 

 

＜マニュアル作成のポイント＞ 

 原材料から盛り付けまでの調理工程を書き出し，それぞれの工程について汚染がな

いようにするため，問題点があれば改善し，交差汚染のない工程表を定めます。原材

料と調理済み食品が交差しないような調理工程表の作成が重要になります。 

  弁当は，盛付けから喫食までの時間，温度管理を考慮した調理工程表を作成します。 

★認証基準★ 

○衛生管理の方法 

 次に掲げる調理毎に作業動線を踏まえた調理工程が示されていること 

 ＜加熱調理食品＞ 

  ①煮 物（煮しめ，甘露煮，湯煮，うま煮，煮豆等） 

  ②焼き物（炒め物，串焼，網焼，ホイル焼，かば焼等） 

  ③揚げ物（から揚，天ぷら，フライ等） 

  ④蒸し物（しゅうまい，茶わん蒸し等） 

 ＜最終工程において加熱処理のない食品＞ 

  ⑤和え物類 

  ⑥生食用野菜・果物 

  ⑦生食用鮮魚介類 

  ⑧仕入れ食材（袋入りそうざい，漬物，無加熱摂取冷凍食品等） 

  

・ 弁当については，盛付け終了後４時間以内に喫食できるように管理した調理工 

程表であること 

・ ４時間以上の喫食時間を設定する場合は，工程表に温度管理等，菌の増殖防止 

方法が示されていること 

・ 最大製造数を考慮し，施設，設備，人員等の能力に余裕を持った受注管理を行う 

 こと 

４ 調理体制 

 



  

  

ポイント１ 調理・製造に関する計画についての責任者名を明記します。 

 

ポイント２ 調理・製造に関する計画を立てる目的を明記します。 

 

ポイント３ ・  二次汚染防止のため，作業動線を考えた調理工程表を作成します。 

・ 汚染作業区域，非汚染作業区域などを明記します。 

・ 調理従事者が汚染作業区域から非汚染作業区域への移動を極力行わな 

 いように，作業動線を踏まえた調理工程表を作成します。 

・  弁当は，盛付け後４時間以内（生食用鮮魚介類を含む弁当については， 

配送後２時間以内）に喫食できるように，配送時間，喫食時間から遡っ

て調理時間，盛付け時間を管理する調理工程表を作成します。 

・  盛付け後４時間以上の喫食時間を設定する場合は，中間製品及び盛付 

け後の製品について温度管理するなど，菌の増殖を防止する方法を具体 

的に定めます。 

・  弁当は，配送後できるだけ早く食べてもらうよう，チラシ・口頭で確

実に伝えることが重要です。 

 

ポイント４ それぞれの食品群に含まれる具体的なメニュー名を明記します。 

      調理工程表は，調理方法や献立が同じものをまとめて作成します。 



  

  

調理・製造に関する計画のマニュアル記載例 

 

Ⅰ 責任者                                 責任者名         ポイント１ 

 

Ⅱ 目的                                                           ポイント２ 

  作業動線の交差や製品の管理不良による有害微生物の汚染及び増殖を防止する 

 

 

Ⅲ 実施方法 次に定める方法で調理工程表を作成する。 

≪加熱調理食品≫                    ポイント３ 

 

    原材料（肉）    原材料（魚）    原材料（野菜） 

 

   受入れ・保管    受入れ・保管    受入れ・保管 

 （原材料冷蔵庫上段） （原材料冷蔵庫下段）  （倉庫） 

 

   カット       内臓除去・カット  洗浄・カット 

 （肉用作業台）    （魚用作業台）   （野菜用作業台） 

 

             加熱処理           

 

             冷 却            （急速冷却機使用） 

 

            盛付け開始           （盛付け台） 

                         （製品は，順次，製品保管 

庫に保管） 

            盛付け終了           

 

            一時保管           （製品保管庫） 

 

            配送開始            

 

             喫 食            

 

＊ 弁当の盛付け後４時間以上の喫食時間を設定する場合 

・  中間製品及び盛付け後の製品の一時保管は，各専用保冷庫で行う。 

・  配送は，保冷車で行う。 

＊ 配送後速やかに喫食してもらう旨のチラシを入れる。 

汚
染
作
業
区
域 

非
汚
染
作
業
区
域 

４
時
間
以
内 



  

  

 

≪最終工程において加熱処理のない食品：和え物類，生食用野菜・果物≫   ポイント３ 

 

    原材料（野菜）   原材料（魚）     原材料（野菜） 

 

 

    受入れ・保管    受入れ・保管     受入れ・保管  

   （倉庫）     （原材料冷蔵庫下段）   （倉庫） 

 

    洗浄・消毒     内臓除去・カット   洗浄・カット  

  （野菜用作業台）  （魚用作業台）     （野菜用作業台） 

 

                         加熱処理 （コンロ） 

 

                         冷却 （和え物用作業台） 

 

             カット・和える       （和え物用作業台） 

                           (和え物は手袋使用) 

 

             一時保管          （盛付け前食品用冷蔵庫， 

                            バットにラップをかける） 

 

             盛付け開始          （盛付け台） 

                         （製品は，順次，製品保管 

庫に保管） 

             盛付け終了           

 

             一時保管          （製品保管庫） 

 

             配送開始            

 

             喫 食             

 

＊ 弁当の盛付け後４時間以上の喫食時間を設定する場合 

・  中間製品及び盛付け後の製品の一時保管は，各専用冷蔵庫で行う。 

・  配送は，冷蔵車で行う。 

＊ 配送後速やかに喫食してもらう旨のチラシを入れる。 

 

汚
染
作
業
区
域 

非
汚
染
作
業
区
域 

４
時
間
以
内 



  

  

 

 

 

≪最終工程において加熱処理のない食品：生食用鮮魚介類≫   ポイント３ 

    鮮魚介類（冷蔵）    鮮魚介類の柵（冷凍）  

 

    受入れ・保管      受入れ・保管  

  （原材料冷蔵庫下段）  （原材料冷凍庫下段） 

 

    内臓除去・柵にカット  

  （下処理用作業台）     

 

                解凍 （解凍用冷蔵庫） 

              

        刺身に切る    （刺身用作業台） 

                

        一時保管     （盛付け前食品用冷蔵庫） 

 

        盛付け開始     （盛付け台） 

                 （製品は，順次，製品冷蔵庫に保管） 

        盛付け終了     

 

        一時保管     （製品冷蔵庫） 

 

         配送開始      

 

         喫 食       

 

・  中間製品及び盛り付け後の製品の一時保管は，各専用冷蔵庫で行う。 

・  配送は，冷蔵車で行う。 

＊ 配送後２時間以内で喫食できるように管理する。 

＊ 配送後 2時間以内に喫食してもらう旨のチラシを入れる。 
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 ≪最終工程において加熱処理のない食品：仕入れ食材≫   ポイント３ 

   袋入りそうざい（１０ｋｇ）        冷凍食品（１０ｋｇ）  

 

     受入れ                受入れ  

 

     小分け （小分け用作業台）      保 管 （原材料冷凍庫) 

        一回使用量５ｋｇずつを 

        小分け用ビニール袋に入れる   小分け （小分け用作業台） 

                           一回使用量５ｋｇずつを 

     保 管 （盛付け前食品用冷蔵庫）      小分け用ビニール袋に入れる 

 

     盛付け  （盛付け台）             解 凍    （解凍用冷蔵庫） 

      （製品は，順次， 

製品保管庫に保管）        盛付け  （盛付け台） 

     盛付け終了                   （製品は，順次，  

                             製品保管庫に保管） 

     一時保管 （製品保管庫）       一時保管 （製品保管庫） 

                             

     配送開始               配送開始  

                            

     喫 食                喫 食  

 

＊ 弁当の盛り付け後４時間以上の喫食時間を設定する場合 

・  中間製品及び盛り付け後の製品の一時保管は，各専用冷蔵庫で行う。 

・  配送は，冷蔵車で行う。 

＊ 配送後速やかに喫食してもらう旨のチラシを入れる。 

 

 

・該当食品（煮物）⇒肉じゃが，五目煮，魚の煮付け，煮豆        ポイント４ 

・該当食品（蒸し物）⇒茶碗蒸，シュウマイ，蒸し鶏 

・該当食品（焼き物）⇒野菜炒め，焼き魚，焼肉 

・該当食品（揚げ物）⇒鶏の唐揚げ，えび天ぷら，あじフライ 

・該当食品（和え物類，生食用野菜，果物）⇒ほうれん草のごま和え，サラダ，酢の物，

果物 

・該当食品（生食用鮮魚介類）⇒刺身，寿司 

・該当食品（仕入れ食材）⇒袋入りそうざい（ポテトサラダ，きんぴらごぼう），漬物，無

加熱摂取冷凍食品等 
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